
 

当社は、一般社団法人資産運用業協会（以下、「協会」という。）の定款の施行に関する規則第９条第１項

第17号、及び第18号の規定に基づき、別紙様式第22号の「正会員の財務状況等に関する届出書」、及び別

紙様式第22号の「正会員の財務状況等に関する変更届出書」（別紙様式第22号及び第23号を合わせて、以

下、「協会報告書面」という。）を協会に提出し、当社の HP に当該協会報告書面を掲載するとともに、協会

HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。 

 当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書は、EDINET にて閲覧が可能です。 

 なお、協会報告書面中の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間監査報告書の原本に記載され

た事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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別紙様式第22号 

申請日2026年 6月22日 

 

一般社団法人 資産運用業協会 

会長 殿 

 

（商号又は名称） Global X Japan 株式会社 

（代表者）代表取締役社長 藤岡 智男 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則 

第９条第１項第17号の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

 

ａ. 資本金の額 

 2026年 ５月25日現在 

 資本金の額    25億円 

 発行可能株式総数 50万株 

 発行済株式総数  50万株 

 

ｂ. 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任

され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結

のときまでです。取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議

に従い業務を執行します。 

② 投資運用の意思決定機構 

 投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。 

イ．ファンド運営上の諸方針の策定 

運用ソリューション部長（CIO）が議長となり商品会議を開催します。商品会議においてファンド

運営上の諸方針を審議・決定し、商品概要書を策定します。商品概要書を元に信託約款を策定し、

信託約款を元に基本計画書を策定します。 
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ロ．基本的な運用方針の決定  

運用ソリューション部長（CIO）が議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運

用方針を決定します。  

ハ．運用計画書の作成・承認 

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基

本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用ソリューション部長は、ファンドマネ

ージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性

等を確認し、承認します。 

 

 また、以下の内部管理体制を構築しています。 

イ．コンプライアンス部によるモニタリング 

コンプライアンス部は責任部室として、運用リスク管理等に係るモニタリング・監視を行ないます。

さらに、信託財産等の運用リスクの状況および運用リスク管理等の状況のリスク管理委員会への報

告、運用リスク管理等を行う上で必要な運用執行部門に対する報告の徴求、および信託財産等の運

用リスク管理等において重要な問題を発見した場合の取締役会、取締役および内部監査室長への適

宜の的確な報告の機能を有します。 

ロ．リスク管理委員会 

コンプライアンス部が事務局となり、全社リスク管理における重要事項の報告・協議、対応方針の

決定などを行います。運用リスクの管理については、信託財産ごとに、各種投資制限や、基本計画

書で定める投資ユニバースへの遵守状況等について、コンプライアンス部が日々、事後チェックを

行います。また、違反があった場合には、コンプライアンス部長が運用ソリューション部運用チー

ムに対し、是正等の指示を行います。 

ハ．内部監査室 

内部監査室は、「内部監査規程」の定めるところに従い、運用リスク管理等の適切性および有効性

を検証するための内部監査を実施し、重要な事項については取締役会等に報告する機能を有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



２．事業の内容及び営業の概況 

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の 

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を 

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 

2026年５月25日現在、委託会社が運用を行う投資信託（親投資信託を除きます）は次の通りです。 

 

基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（十億円） 

単位型株式投資信託 0 0 

追加型株式投資信託 66 1,030 

  株式投資信託  合計 66 1,030 

単位型公社債投資信託 0 0 

追加型公社債投資信託 0 0 

  公社債投資信託 合計 0 0 

総合計 66 1,030 
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３ 【委託会社等の経理状況】 

 
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づ

き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づ

いて作成しております。 

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（2025年４

月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査

法人により受けております。 
 

３．財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（１）【貸借対照表】 

       （単位：千円） 

   前事業年度 

（2025 年３月 31 日） 
 当事業年度 

（2026 年３月 31 日） 

資産の部     

流動資産     

  現金・預金  3,607,151  3,522,377 

未収委託者報酬  304,167  490,198 

未収収益  112,643  132,374 

前払費用  51,843  82,364 

その他  24,432  58,502 

流動資産計  4,100,239  4,285,817 

固定資産     

  有形固定資産     

  建物附属設備 ※1 21,433 ※1 18,393 

   器具備品 ※1 21,240 ※1 23,903 

  有形固定資産計  42,674  42,297 

  無形固定資産  
 

  

   ソフトウェア  25,721  25,875 

  無形固定資産計  25,721  25,875 

  投資その他の資産  
 

  

   長期差入保証金  49,964  53,400 

   繰延税金資産  －  195,454 

  投資その他の資産計  49,964  248,855 

固定資産計  118,360  317,028 

資産合計  4,218,599  4,602,845 
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    （単位：千円） 

   
前事業年度 

（2025 年３月 31 日） 
 

当事業年度 

（2026 年３月 31 日） 

負債の部     

流動負債     

  未払金  168,658  246,426 

  未払法人税等  19,700  19,914 

未払消費税等  44,542  36,679 

賞与引当金  73,443  72,519 

役員賞与引当金  18,957  57,900 

その他  9,878  17,898 

流動負債計  335,179  451,337 

固定負債     

 退職給付引当金  3,552  9,490 

固定負債計  3,552  9,490 

負債合計  338,731  460,828 

純資産の部     

株主資本     

資本金  2,500,000  2,500,000 

資本剰余金     

資本準備金  2,500,000  2,500,000 

資本剰余金合計  2,500,000  2,500,000 

利益剰余金     

その他利益剰余金  △ 1,120,131  △ 857,982 

      繰越利益剰余金  △ 1,120,131  △ 857,982 

利益剰余金合計  △ 1,120,131  △ 857,982 

株主資本合計  3,879,868  4,142,017 

評価・換算差額等  －  － 

評価・換算差額等合計  －  － 

純資産合計  3,879,868  4,142,017 

負債・純資産合計  4,218,599  4,602,845 
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（２）【損益計算書】 
    （単位：千円） 

  

前事業年度 

(自 2024 年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日） 

当事業年度 

(自 2025 年４月１日 

 至 2026年３月 31 日） 

営業収益       

委託者報酬  1,261,132  1,631,250 

その他営業収益  490,741  499,734 

営業収益計  1,751,873  2,130,984 

営業費用  
 

  

委託計算費  354,543  428,209 

広告宣伝費  364,579  348,926 

調査費  71,180  95,509 

通信費  25,634  29,598 

協会費  1,474  1,514 

営業雑経費  19,844  20,900 

営業費用計  837,257  924,659 

一般管理費     

役員報酬  194,779  196,582 

給与  314,874  377,299 

賞与  100,027  132,674 

賞与引当金繰入  40,035  △ 924 

役員賞与引当金繰入  4,356  38,943 

退職給付費用  3,552  5,937 

福利厚生費  73,239  81,368 

交際費  52,865  26,953 

旅費交通費  30,777  31,566 

租税公課  33,102  37,601 

業務委託費  52,931  48,047 

不動産賃借料  57,210  61,780 

固定資産減価償却費 ※1 25,495 ※1 20,367 

支払報酬  20,817  62,581 

諸経費  32,129  30,913 

一般管理費計  1,036,195  1,151,694 

営業利益  △ 121,579  54,630 

営業外収益     

受取利息  2,089  13,249 

為替差益  1,999  822 

雑収入  1,101  1,530 

営業外収益計  5,190  15,602 

営業外費用     

 雑損失  536  － 

営業外費用計  536  － 

経常利益  △ 116,925  70,233 

特別損失     

固定資産除却損  －  1,343 

特別損失計  －  1,343 

税引前当期純利益  △ 116,925  68,889 

法人税、住民税及び事業税  2,609  2,194 

法人税等調整額  －  △ 195,454 

当期純利益  △ 119,535  262,149 

 

8



（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2024 年４月１日 至 2025 年３月 31 日） 

 
  

（単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計
その他

利益剰余金
利益剰余金

合計

繰越
利益剰余金

2,500,000 

株主資本

当期変動額

△1,000,596 △1,000,596 3,999,403 当期首残高 2,500,000 2,500,000 

当期純損失(△)

－剰余金の配当

△119,535 △119,535 △119,535 

－

当期変動額合計 － － － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△1,120,131 △1,120,131 3,879,868 

△119,535 △119,535 △119,535 

評価・換算差額等 純資産合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期末残高 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

当期変動額

当期首残高 － － － 3,999,403 

剰余金の配当 － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ 

当期純損失(△) △119,535 

当期末残高 － － － 3,879,868 

当期変動額合計 － － － △119,535 
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当事業年度（自 2025 年４月１日 至 2026 年３月 31 日） 

 

  

（単位：千円）

当期末残高 － － － 4,142,017 

当期変動額合計 － － － 262,149 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－ 

当期純利益 262,149 

剰余金の配当 － 

当期変動額

当期首残高 － － － 3,879,868 

評価・換算差額等 純資産合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期末残高 2,500,000 2,500,000 2,500,000 △857,982 △857,982 4,142,017 

262,149 262,149 262,149 当期変動額合計 － － － 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

262,149 262,149 262,149 当期純利益

－剰余金の配当

当期変動額

△1,120,131 △1,120,131 3,879,868 当期首残高 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計
その他

利益剰余金
利益剰余金

合計

繰越
利益剰余金
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１．固定資産の減価償却の方法 

  以下の方法・償却期間によっております。 

 （１）有形固定資産 

 建物・附属設備  定額法     10 年 

 器具備品     定率法     ４～15年 

 

 （２）無形固定資産 

 ソフトウェア   定額法     ５年 

 

２．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分

を計上しております。 

 

（２）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当期に見合う分を

計上しております。 

 

（３）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法により計上しております。 

 

３．収益及び費用の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ

ります。 

 当社は投資信託の信託約款や顧客との契約に基づき、証券投資信託の運用や海外 ETF に

係る販売サポート業務についての履行義務を負っております。これらの履行義務は当社の

日々のサービス提供時に充足されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。 

 

（重要な会計上の見積り） 
該当事項はありません。 
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（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年９月 13 日 企業会計基準委員

会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33号 2024 年９月 13 日 

企業会計基準委員会） 等 

 

（１）概要  

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一

環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準

の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS

第 16 号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS 第 16 号の全ての定めを採り

入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、

IFRS 第 16 号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指し

たリース会計基準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第 16 号と同様

に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわ

らず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当

額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

（２）適用予定日  

2028 年３月期の期首より適用予定であります。 

 

（３）当該会計基準等の適用による影響  

当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響については、現時点で評価中であります。 
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（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   

 前事業年度 

（2025 年３月 31 日） 

当事業年度 

（2026 年３月 31 日） 

建物附属設備 5,358 千円  7,649 千円  

器具備品 32,753 千円  39,841 千円  

 

（損益計算書関係） 

※１ 減価償却実施額 

  

前事業年度 

（自 2024 年４月１日 

    至 2025年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

 有形固定資産 11,580 千円  9,771 千円  

 無形固定資産 13,915 千円  10,595 千円  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
    （単位：千株） 

  当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 

  株  式  数 増加株式数 減少株式数 株  式  数 

普通株式 500 － － 500 

合  計 500 － － 500 

 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
    （単位：千株） 

  当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 

  株  式  数 増加株式数 減少株式数 株  式  数 

普通株式 500 － － 500 

合  計 500 － － 500 

 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

（借主側） 

オペレーティング・リース取引 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 
当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

１年内 50,749 千円 

１年超 46,520 千円 

合計 97,269 千円 

（注）前事業年度は、借主としてのリース取引に重要性が乏しいため、注記を省略しており

ます。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行ってお

ります。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。なお投資有

価証券に投資する可能性がありますが、現時点においては投資を行っておりません。 

 
（２）金融商品の内容及びそのリスク 

預金は、高い信用格付を有する金融機関のみと取引を行っております。 

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファン

ドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法

令等により一定の制限が設けられているため信用リスクは極めて軽微であります。 

未収収益及び未払金の一部は、為替変動リスクに晒されております。 

未払金は、当社業務に係る費用の未払額であり、これらのほとんどが１年以内の支

払期日であります。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

①市場リスクの管理 

（ⅰ）為替変動リスクの管理 

財務リスク管理規程において個別の案件ごとに為替リスク管理の検討を行う

ものとしておりますが、現時点において、為替リスクが発生する商品に投資をし

ていない為、為替リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。 

（ⅱ）価格変動リスクの管理 

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の

検討を行うこととしておりますが、価格変動リスクが発生する商品に投資をし

ていない為、価格変動リスクは発生しておらず、その検討を行っておりません。 

②信用リスクの管理 

取引先の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握し

リスク管理委員会において報告を行っております。 
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２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

前事業年度（2025 年３月 31 日） 

（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

該当事項はありません。 

 

（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間（１年以内）で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 

（３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 １年内 １年超 

５年内 

５年超 

10 年内 

10 年超 

現金・預金 3,607,151 千円 － － － 

未収委託者報酬 304,167 千円 － － － 

未収収益 112,643 千円 － － － 

合計 4,023,963 千円 － － － 

 

当事業年度（2026 年３月 31 日） 

（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債 

該当事項はありません。 

 

（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債 

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益及び未払金は短期間（１年以内）で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 

 

（３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 １年内 １年超 

５年内 

５年超 

10 年内 

10 年超 

現金・預金 3,522,377 千円 － － － 

未収委託者報酬 490,198 千円 － － － 

未収収益 132,374 千円 － － － 

合計 4,144,950 千円 － － － 
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（退職給付関係）   

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付引

当金及び退職給付費用を計算しております。 
 

２．確定給付制度    

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                       

 
前事業年度 

（自 2024 年４月１日 

    至 2025年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

退職給付引当金の期首残高  - 3,552 千円 

退職給付費用  3,552 千円 5,937 千円 

退職給付の支払額  - - 

退職給付引当金の期末残高   3,552 千円 9,490 千円 

 

（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表   

 
前事業年度 

（自 2024 年４月１日 

    至 2025年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

非積立型制度の 
退職給付債務  3,552 千円 9,490 千円 

貸借対照表に計上された 
負債と資産の純額  3,552 千円 9,490 千円 

退職給付引当金 3,552 千円 9,490 千円 

貸借対照表に計上された 
負債と資産の純額 

3,552 千円 9,490 千円 

 

（３）退職給付費用 

簡便法で計算した退職給付費用は、前事業年度 3,552 千円、当事業年度 5,937 千円です。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

前事業年度 

（自 2024 年４月１日 

    至 2025年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

繰延税金資産   

 税務上の繰越欠損金（注２） 213,845 千円 155,975 千円 

 賞与引当金 22,488 千円 22,857 千円 

 その他 13,407 千円 19,831 千円 

繰延税金資産小計 249,741 千円 198,665 千円 

 税務上の繰越欠損金に 

係る評価性引当額（注２） 
△ 213,845千円 － 

 将来減算一時差異等の合計に 

係る評価性引当額（注１） 
△ 35,895 千円 △ 3,210 千円 

評価性引当額小計 △ 249,741千円 △ 3,210 千円 

繰延税金資産合計 － 195,454 千円 

（注１）評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少でありま

す。 

 

（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2025 年３月 31 日） 

 １年内 １年超 

２年内 

２年超 

３年内 

３年超 

４年内 

４年超 

５年内 

５年超 合計 

税務上の繰越

欠損金（※１） 

－ － － － 29,240 

千円 

184,605 

千円 

213,845 

千円 

評価性引当額 － － － － △ 29,240 

千円 

△ 184,605 

千円 

△ 213,845 

千円 

繰延税金資産 － － － － － － － 

（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

当事業年度（2026 年３月 31 日） 

 １年内 １年超 

２年内 

２年超 

３年内 

３年超 

４年内 

４年超 

５年内 

５年超 合計 

税務上の繰越

欠損金（※１） 

－ － － － － 155,975 

千円 

155,975 

千円 

評価性引当額 － － － － － － － 

繰延税金資産

(※２) 

－ － － － － 155,975 

千円 

155,975 

千円 

（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

（※２）税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、当社の将来の収益力に基づく課税所得

見込みを考慮した結果、回収可能と判断しております。 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき

の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

前事業年度 

（自 2024 年４月１日 

    至 2025年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 2025 年４月１日 

    至 2026年３月 31 日） 

法定実効税率 － 30.62％ 

（調整）   

交際費等永久に 

損金に算入されない項目 
－ 6.51％ 

役員賞与引当金 － 17.31％ 

役員報酬損金不算入額 － 27.94％ 

住民税均等割 － 3.32％ 

評価性引当額の増減 － △ 267.40％ 

繰越欠損金の当期利用 － △ 90.47％ 

税率変更による 

繰延税金資産の増額修正 
－ △ 8.23％ 

その他 － △ 0.14％ 

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
－ △ 280.54％ 

（注）前事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 

 

（収益認識関係） 
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は、証券投資信託に関する運用及び米国 ETF・香港 ETF・豪州 ETFに係る販売サ

ポート業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業

務が 1,631,250 千円、販売サポート業務が 499,734 千円であります。 

 
（２）収益を理解するための基礎となる情報 

（重要な会計方針）の３．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。 

 
（３）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロー

との関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後

に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 
重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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（セグメント情報等） 
［セグメント情報］ 

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しておりま

す。 
 

［関連情報］ 
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月 31 日） 

１．サービスごとの情報 

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載

を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）営業収益 

   （単位：千円） 

日本 米国 香港 合計 

1,261,132  483,538  7,202  1,751,873  

 

（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称または氏名 営業収益 

Global X Management Company LLC 483,538 

（注）当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の

記載を省略しております。 
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当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月 31 日） 

１．サービスごとの情報 

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載

を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）営業収益 
    （単位：千円） 

日本 米国 香港 豪州 合計 

1,631,250  488,914  4,814  6,004 2,130,984  

 

（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の

90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

 （単位：千円） 

顧客の名称または氏名 営業収益 

Global X Management Company LLC 488,914 

（注）当社は、資産運用に関する単一セグメントであるため関連するセグメント名の

記載を省略しております。 

 
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 
  該当事項はありません。 

 
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］ 

該当事項はありません。 
 
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］ 

該当事項はありません。 
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［関連当事者情報］ 

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月 31 日） 

１．関連当事者との取引 

（１）親会社及び法人主要株主等 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金または 

出資金 
(百万円) 

事業の
内容 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上 
の関係 

その他の
関係会社 

大和アセット
マネジメント
株式会社 

東京都
千代田

区 
41,424 

資産 
運用業 

（被所有）
直接 40% 

あり 

役員の 
兼任 

出向者の
受入れ 

出向者負担
金の支払い
(注１) 

424,864 未払金 26,271 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 出向者及び BPOに係る人件費相当額を支払っております。 

 

（２）兄弟会社等 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金または 

出資金 
事業の
内容 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上 
の関係 

その他の
関係会社
の子会社 

Global X 
Management 
Company LLC 

米国 21百万ドル 
資産 
運用業 

― あり 販売支援 
販売支援 

(注１) 
483,538 未収収益 111,278 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) Global X Management Company LLC が組成する海外上場投資信託の、日本に

おける販売会社等への支援業務。販売サポート契約(Service Agreement)に従い、個

別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月 31 日） 

１．関連当事者との取引 

（１）親会社及び法人主要株主等 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金または 

出資金 
(百万円) 

事業の
内容 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上 
の関係 

その他の
関係会社 

大和アセット
マネジメント
株式会社 

東京都
千代田

区 
41,424 

資産 
運用業 

（被所有）
直接 40% 

あり 

役員の 
兼任 

出向者の
受入れ 

出向者負担
金の支払い
(注１) 

463,174 未払金 27,993 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 出向者及び BPOに係る人件費相当額を支払っております。 
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（２）兄弟会社等 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金または 

出資金 
事業の
内容 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上 
の関係 

その他の
関係会社
の子会社 

Global X 
Management 
Company LLC 

米国 21百万ドル 
資産 
運用業 

― あり 販売支援 
販売支援 

(注１) 
488,914 未収収益 127,028 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) Global X Management Company LLC が組成する海外上場投資信託の日本にお

ける販売会社等への支援業務。販売サポート契約（Service Agreement）に従い、個

別商品毎の販売残高に応じたフィーを受領しております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

［１株当たり情報］  
前事業年度 当事業年度 

（自 2024年４月１日 （自 2025年４月１日 

    至 2025 年３月 31日）     至 2026 年３月 31日） 

１株当たり純資産額 7,759.73 円 １株当たり純資産額 8,284.03 円 

１株当たり当期純損失（△） △ 239.07 円 １株当たり当期純利益 524.29 円 

（注１）潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 

（注２）１株当たり純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 
 前事業年度 当事業年度 
 （自 2024 年４月１日 （自 2025 年４月１日 
 至 2025 年３月 31 日） 至 2026 年３月 31 日） 

当期純利益（千円） △ 119,535 262,149 

普通株式の期中平均株式数（株） 500,000 500,000 

 

［重要な後発事象］ 

  該当事項はありません。 
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公開日        2026年６月22日 

作成基準日      2026年５月25日 

 

本店所在地   東京都千代田区永田町２-11-１ 

お問い合わせ先   経営企画部 
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独立監査人の監査報告書 

2026 年５月 25日 

Global X Japan株式会社 

取締役会 御中 

 

 
有限責任 あずさ監査法人 

 
東京事務所 

  指定有限責任社員 

  業 務 執 行 社 員 
公認会計士 渡部 啓太    

  指定有限責任社員 

  業 務 執 行 社 員 
公認会計士 松田 好弘    

 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているGlobal X Japan株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日

までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、Global X Japan株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ

の監査報告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか

なる作業も実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
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にある。 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ

る場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す

る内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実

性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注) 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 
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